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1790 – 1800 年代イギリスにおける 
漸進的奴隷貿易廃止論の射程
―「奴隷の状態改善」との接合を目指して―

森 井　一 真
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はじめに

18世紀末から 19世紀初頭のイギリス本国および西インド植民地では、奴

隷貿易の是非をめぐり、激しい議論が行われていた。議会は、1807年に奴

隷貿易廃止法を可決し、1833年には奴隷制廃止を実現した。一般に、奴隷

貿易の廃止は、奴隷制の廃止にいたる一過程として理解され、また同時代に

おいてもそのように認識される傾向にあった。この認識は、奴隷貿易廃止を

推進した改革派の言説や運動に着目する場合に、とくに顕著に表れる。それ

に対して、奴隷貿易廃止に反対した人々の言説や実践に着目すると、奴隷貿

易廃止が、必ずしも奴隷制廃止を前提としたものではなかったことに気づか

される。それは、徹底的な改革ではなく、限定的な改革をもとめる 1790年

代から1800年代の政治的文脈のなかで、議論され、実現した。

1790年代から 1800年代に議論された奴隷貿易廃止を、同時代の文脈を踏

まえて理解しようとする場合、漸進的な奴隷貿易廃止の言説・実践が重要に

なる。本稿は、近年の研究動向を整理することによって、従来の研究動向に

反して、この理解が共有されつつあることを示す。それは、同時期に行われ

た奴隷の状態を「改善」する試み（以下、「奴隷の状態改善」）の実践と関連

しており、両者のひろがりが、1790 – 1800年代の独自の改革運動を形作っ
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ていたことを指摘する。

エリック・ウィリアムズ『資本主義と奴隷制』にみられるように、奴隷貿

易廃止をめぐる言論は、奴隷貿易・奴隷制廃止研究の長い蓄積のなかで早く

から分析されてきた。1）1970年代以降、社会史の興隆にともなって、社会運

動として、奴隷貿易廃止運動の実態が詳細に分析されるようになると、廃止

運動が社会に強い影響を与えたことが強調されるようになった。1990年代

には、ナショナル・アイデンティティなど有力な言説パターンを利用するこ

とで、奴隷貿易廃止運動が支持獲得に成功したことが理解されるようになっ

た。2）

これに対して、2010年代中頃から、奴隷貿易や奴隷制の廃止に反対した

人々の言説・実践を対象に研究が行われるようになった。奴隷貿易や奴隷制

の存続は、19世紀になっても依然強い支持を得ていたこと、また、1790年

代から 1800年代にかけての時期に限定すると、「漸進的」奴隷貿易廃止論が

根強い支持を得たことが知られるようになった。3）いうまでもなく、どの時

期に行われた研究であっても、個別の実証においては、奴隷貿易廃止に抵抗

した議員・団体の主張は、踏まえられている。ただ、近年の研究が従来と異

なる点は、奴隷貿易廃止成功のサイド・ストーリーとして、奴隷貿易廃止へ

の反対を捉えるのではなくなったことである。むしろ 18世紀末から 19世紀

初頭の社会を捉えるための主要な言論として、奴隷貿易の「漸進的」廃止が

注目されるようになった。

奴隷貿易の廃止が本格的にイギリスの政治問題として浮上したのは、1787

年にロンドン奴隷貿易廃止協会が設立されてからであった。それから 1807

年に奴隷貿易が実際に廃止されるまで、20年の歳月が必要であった。その

うち 1804年頃までの時期、とりわけ 1790年代に、議会で過半数の支持を得

て可決されたのは、奴隷貿易の漸進的廃止をもとめる法案であった。奴隷貿

易を廃止するべきか、存続するべきかではなく、奴隷貿易を漸進的に廃止す

るべきか、即時に廃止するべきかが、この時期の論点となっていたのであ

る。4）
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1790 – 1800 年代イギリスにおける漸進的奴隷貿易廃止論の射程

1790 – 1800年代に漸進的な奴隷貿易廃止が議論の中心にあったという理

解は、西インド現地のプランテーション社会の実態が解明されるにつれて、

いっそう強化されるようになった。5）現地のプランテーションでは、少数の

白人が大多数の有色人を統治する秩序を維持することが喫緊の課題であり、

現地の白人定住者たちは、急激な変化が秩序の破壊を懸念していた。彼らの

懸念が、漸進的な改革をもとめる声として、本国にも反映されていたのであ

る。その点で、本国で漸進的奴隷貿易廃止が議論されたことと植民地現地で

行われたプランターたちの秩序維持が試みられたことは、関連した現象であ

ると考えられる。

それにもかかわらず、従来の研究では、本国の漸進的奴隷貿易廃止の議論

と植民地の実践を、異なる文脈で理解する傾向にある。本稿では、第一に、

漸進的奴隷貿易廃止論が、イギリス本国・西インド植民地の多様な立場の

人々に受容されていたことを示す。第二に、漸進的奴隷貿易廃止論が、「奴

隷の状態改善」を目指す言説や実践と並行して行われ、ときに関連していた

ことを論じる。研究史上、「奴隷の状態改善」の試みは、漸進的奴隷貿易廃

止とは異なる文脈で論じられてきた。しかし、両者は同時期に進行する事象

であり、相互に一定の関係を持っていたと考えられる。本稿では、おもに二

次文献を利用して、ふたつの研究潮流の接合を試み、1790 – 1800年代の漸

進的奴隷貿易廃止の重要性を強調する近年の研究動向を補強することを目指

す。

1　漸進的奴隷貿易廃止の論じられ方

奴隷貿易の廃止を求める運動と奴隷制の廃止を求める運動は、人身拘束の

非人道性を非難する点で、互いに似ている。19世紀に限らず、世界史のな

かで「奴隷」とみなされた人々を解放しようとする試みをひろく「奴隷廃

止」とまとめることも可能である。6）そのなかで、特に奴隷貿易を廃止する

ことは、奴隷制廃止のためのひとつの過程であると考えられる傾向にある。
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それは実際にそうであったが、1790年代から 1800年代にかけて行われた奴

隷貿易廃止の議論からは、はるかに複雑な様相が見て取れる。

ウィリアム・ウィルバーフォースをはじめ、奴隷貿易廃止を主導した政治

家・活動家たちは、奴隷貿易を廃止することによって、長期的に奴隷制廃止

が実現することを期待していた。7）1807年に奴隷貿易が廃止されたにもかか

わらず、その後も、奴隷制廃止が実現しなかったことで、1820年代後半の

アボリショニストたちは、奴隷制そのものの廃止を直接求めるようになって

ゆく。

他方、当初、多くのひとの非難の的となったのは、奴隷貿易そのものの悲

惨さであった。奴隷貿易を営む商人たちは、西アフリカで拘束した黒人を船

に乗せ、アメリカ南北大陸やカリブ諸島まで運搬した。大西洋を渡るその船

旅は、「中間航路」として悪名高い。「中間航路」を移動するあいだに平均し

て奴隷の 12.1% が死亡したと推測されている。8）「中間航路」の悲惨さは、奴

隷貿易や奴隷制の評判を下げるうえでしばしば強調され、奴隷制そのもので

はなく、奴隷貿易の廃止が、議会では先に議論された。

ここで注目すべきなのは、奴隷貿易の悲惨さを非難することは、奴隷制の

是非と直結していなかったことである。イギリスの奴隷貿易廃止は、およそ

5つの段階を経て、実現した。第一段階として、1787年、ロンドン奴隷貿易

廃止協会が設立され、イギリス本国で奴隷貿易をめぐる論議が本格化した。

1791年ごろには、下院に議論が持ち込まれた。第二段階は、1796年までの

時期で、奴隷貿易廃止賛成派が有利に議論を進めつつも、貿易廃止は実現し

なかった。その後、奴隷貿易廃止をめぐる議論は低調となり（第三段階）、

1804年ごろから議論が再開された（第四段階）。第五段階として、1806 – 7

年にかけて、奴隷貿易廃止が議会で大多数の賛成票を獲得するようになり、

1807年に奴隷貿易廃止法が成立する。

この五段階の過程のなかでも、かなり早期の第一段階のうちに下院で合意

が取れたのが、「中間航路」の悲惨さを緩和すること、すなわち奴隷貿易に

制限を課すことであった。その代表が、1788年5月25日に、オックスフォー
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1790 – 1800 年代イギリスにおける漸進的奴隷貿易廃止論の射程

ド大学選挙区から選出されていた下院議員、ウィリアム・ドルベンが下院に

提出した奴隷船の運用を制限する法案である。ドルベンの法案は、奴隷貿易

の「改善」を目指すものであった。規制は細部に及ぶが、主要な規制は、ひ

とつの船舶に乗せられる奴隷の数に関するものであった。積載量 200トンま

での船舶では 3トン当たり 5人の奴隷（1トン当たり約 1.6人）まで、それ以

上の船舶では 1トン当たり 1人の奴隷までしか運搬してはならない。制限を

越えて運搬された奴隷については、一人につき 30ポンドの罰金が徴収され

る。9）ドルベンの法案は、多くの支持を得て可決され、奴隷船の運航状況に

は一定の制限がかかることとなった。今では「ドルベン法」と呼称されるこ

とが多い。

ドルベン法による奴隷貿易の「改善」は、どのような人々に受け入れられ

たのであろうか。10）ドルベンが提出した法案は、当初から目立った反対もな

く、最終的に多くの議員の支持を得て可決された。それでも、法案の審議が

進むにつれて、奴隷貿易に関与する商人を中心に反対の声が上がるように

なった。さらには、奴隷貿易廃止に肯定的な議員からも懸念が表明されてい

る。奴隷貿易廃止に否定的な議員にとっても、好意的な議員にとっても、奴

隷貿易の「改善」は、一筋縄ではいかない問題をはらんでいた。

F. E. サンダーソンは、奴隷貿易が盛んであったリヴァプールの商人がドル

ベン法にどのように反対したのかを分析している。11）実際、ドルベン法に対

する反対弁論をおこなった議員は、リヴァプール選出の議員が多い。12）彼ら

が恐れていたのは、奴隷貿易の「改善」が、やがて奴隷貿易の「廃止」につ

ながることであった。13）

たとえば、ドルベン法が集中的に審議された 1789年 5 – 7 月の下院で、は

じめに論じられたのは、ドルベン法そのものに関する議論というよりも、奴

隷貿易そのものが合法なのか、非合法なのかをめぐる議論であった。リヴァ

プールから選出された議員で、奴隷貿易の擁護に熱心であったバンバー・ガ

スコインは、奴隷貿易の「改善」の議論が、奴隷貿易を否定するような段階

にまで拡散するのであれば、法案に反対するとの立場を明確にしている。
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こうした反対派の態度に対して、肯定派の議員は批判的であった。例え

ば、奴隷貿易廃止に協力的であったウィリアム・スミスは、奴隷貿易の改善

が貿易の廃止につながることを恐れるのではなく、速やかに改善をおこなう

べきであると主張した。彼によれば、「アフリカの同胞の苦しみを救済する

のに執拗に抵抗するのは、問題となっている苦しみの存在を認識したうえ

で、規制と改革を先延ばしにするために調査を避けたいという利害関係者の

願望によるものとしか考えられなかった 14）」。

しかし、奴隷貿易の合法性とドルベン法の関係には、反対派以外の議員か

らも懸念が表明されていた。たとえば、熱烈なピット支持者であった下院議

員、ジョン・ジェームズ・ハミルトンの主張によれば、これまで議会は奴隷

貿易に関する明示的な立法を行ってきていない。奴隷貿易に制限を課す立法

を行うことで、奴隷貿易そのものを合法であるとみなすことになるのではな

いか。15）ハミルトンの主張は、ガスコインの懸念とは反対に、奴隷貿易の改

善が貿易を承認することを恐れるものであった。

同様の懸念は、奴隷貿易廃止を主導したウィリアム・ウィルバーフォース

にもみられたと、サンダーソンは示唆する。16）ドルベン法が、奴隷貿易の全

面廃止につながる措置ではなく、単なる一時的な緩和措置に終わってしまう

のではないか。奴隷貿易に制限を課すことで、奴隷貿易の悲惨な状況は解消

されたとみなされれば、奴隷貿易廃止の機運が低下するのではないか。ウィ

ルバーフォース自身は論戦に参加しておらず、直接の証拠はないものの、こ

うした懸念が奴隷貿易廃止を推進しようとする議員のあいだに広がっていた

ことが推測される。

ドルベンの法案は、奴隷貿易廃止につながるのか、奴隷貿易を延命させる

ものなのかが、どの立場の人々にとっても重要であった。ドルベンと首相の

小ピットは、奴隷貿易の非人道的な状況に焦点を当てるべきであると主張

し、奴隷貿易の合法性に関する議論を避けるよう求めた。奴隷貿易の具体的

な状況の改善に焦点を当てるドルベンらの戦略は、効果的であった。問題を

限定したことで、ガスコインは、一時、賛成に転じている。
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1790 – 1800 年代イギリスにおける漸進的奴隷貿易廃止論の射程

ドルベン法の審議過程で現れた議論にみられるように、奴隷貿易の改善が

奴隷貿易廃止につながるのかどうかは、奴隷貿易廃止に否定的な議員にとっ

ても、肯定的な議員にとっても懸念材料であった。それでも、奴隷貿易その

ものの是非を議論するのではなく、奴隷貿易の制限に議論の対象を限定する

ことで、ドルベン法は、立場を超えて多くの議員の賛同を得ることができる

ようになった。

ドルベン法が可決されたのち、議論は、奴隷貿易の存続の是非をめぐるも

のへと移行していった。実に、ドルベン法の議論の過程でみられた混乱は、

奴隷貿易の廃止をめぐって争われた次の10年のあいだにもみられた。

奴隷貿易廃止が最終的に実現したのは 1807年であったが、1792年に奴隷

貿易廃止法案が一度可決している。その法案は、奴隷貿易を「漸進的」に廃

止するもので、「漸進的」の語を追加することで、過半数の賛同者を集めた。

ここで、彼らが賛成した「漸進的」な廃止がどのような意味を持つのかが問

題であった。漸進的奴隷貿易廃止法案に賛成した人々のなかには、奴隷貿易

廃止を目指していた議員がいる一方で、「漸進的」の語を加えることで、実

質的に法案を無効にすることをもくろむ議員もいた。実際、漸進的奴隷貿易

廃止法案は、「漸進的」に廃止の期日を伸ばしているうちに廃案になってし

まった。4年後の 1796年が廃止の期日であったが、1796年に改めて行われ

た投票で、議員の過半数が反対票を投じ、奴隷貿易廃止の計画は白紙に戻っ

たのである。

「漸進的」の語を追加することを提案したのは、首相の小ピットと協力し

て政権運営に当たったスコットランドの有力政治家、ヘンリー・ダンダスで

あった。彼がどのような意図で「漸進的」の語を追加したのかは、当時から

疑問視されていた。奴隷貿易廃止の議論が再開された1804年に、ウィルバー

フォースはダンダスに次の書簡を送付している。

　「私の下院議員としての大いなる目標をかなえるにあたって、あなた

が私の希望に反対し、それを打ち砕く人物であったことは、長い間、私
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にとって絶望的なことでした。…（中略）…しかし、次のことをお伝え

しておきたいと思っております。私は法案を提出する前に、あらゆる手

を尽くして、私が直接交渉するよりも可能性がありそうな人々を通して

［間接的に］、西インド植民地に関係する人々を融和させ、西インド植民

地関係者の利益に強くこだわるひとびとのなかにいる、より冷静で賢明

な人々の説得を聞くよう、働きかけていました。」

　「…（前略）…西インド植民地のプランターの感情を害することなく、

効果的な手段を見出すことができるのであれば、私にとって喜ばしいこ

とです。あらゆる面で、あなたほどそれを提案し、洗練させ、実行に移

すことのできる適任者はいないと思います。あなたの考えは、急激な変

化によって西インドの関係者が苦しむのを防ぎたいだけだと西インド植

民地関係者は考えるべきでしたが、彼らは、それとは反対に、あなたが

現在の制度を擁護しているのは、それが永遠に続くことを意味している

と考えてしまったのです。17）」

このように、奴隷貿易の漸進的廃止が、奴隷貿易の存続を目指すものか否

かは、同時代から議論が分かれていた。ただ、ウィルバーフォースが書くよ

うに、ヘンリー・ダンダス自身は、奴隷貿易の存続を明示的に主張しておら

ず、彼の立場は、過度の対立を避けようとするものであった。それはダンダ

スが議会で語った次の一節にもよく表れている。

　「即時廃止に賛成する人々は、その時期をできるだけ当初の意見に近

づけたいと思うでしょうし、一方、廃止が島々に害を及ぼし、島の繁栄

に利害を持つ人々を傷つけると考える人々は、その時期をできるだけ遠

くへ移したいと思うのが自然でしょう。もちろん、私の原則は、この両

極端の間で舵を取り、すべての関係者に正義を貫くことです。もし私が

提出する議案が、両方の人々によって拒否されたとしても、私は、それ

らが率直に検討され、公正で完全な議論により拒否または承認されると
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信じていました。18）」

ドルベン法の可決以後、奴隷貿易の存続か廃止かに収まらない議論の広が

りが存在した。下院に提出された奴隷貿易廃止法案に対しては、賛成票・反

対票が投じられるが、それぞれの議員の主張は、賛成・反対に二分すること

はできない。とりわけ、奴隷貿易廃止法案に反対していたとしても、奴隷貿

易を積極的に継続させることを主張した議員は、それほど多くなかった。

ドルベン法による奴隷貿易の改善も、奴隷貿易の漸進的廃止論も、奴隷貿

易を存続させるか、実際に廃止に向かうのかをめぐる対立を超えて、妥協可

能な部分を探るものであった。それぞれ議論は錯綜したものの、この時期に

は、両者がともに奴隷貿易のあり方に影響を及ぼす有力な改革案だったので

ある。

2　1790 – 1800年代における「奴隷の状態改善」計画の位置づけ

前節では、奴隷貿易の改善と漸進的廃止がどのように議論されたかを検

討した。他方、西インド植民地の現場では、奴隷制プランテーションの改

善が常に試みられていた。「奴隷の状態改善」の実践については、1988年に

J.R.ウォードが体系的な再構成を試み、19）それ以来、多くはないものの、研究

が蓄積されてきた。20）ここでは、これまで行われた議論を参照しつつ、「奴隷

の状態改善」が、同時代に並行して進む漸進的奴隷貿易廃止論や奴隷制廃止

論の展開のなかに、どのように位置づけられるかを検討する。

ウォードは、イギリス領西インド植民地のバルバドスを主たる対象にし

て、砂糖生産の技術的な改善と奴隷に供給する食料の調達方法の改善につい

て明らかにしている。21）奴隷の生活と労働をマネジメントする方法も、つね

に議論の的であった。鞭の使用に象徴される罰則でのコントロールは、常に

批判の的で、それ以外の方策の考案も課題であった。22）また、アメリカ独立

戦争にともなって、奴隷の供給が不安定になると、奴隷を再生産するための
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環境整備が重視されるようになった。23）これは、奴隷貿易が廃止される 1807

年が近づくと、プランターにとってより一層重要になった。

ウォードのように西インド植民地に焦点を当てるものばかりでなく、2010

年代中ごろには、アメリカ南部とイギリス領西インド植民地を一体ととらえ

る視角が提起されるようになった。クリスタ・ディアクスハイドは、分析の

射程を南北アメリカに広げている。24）また、リチャード・ダンによる詳細な

プランテーション研究は、ジャマイカとバージニアの二地域の事例を分析し

ている。25）西インド植民地とアメリカ南部のプランテーションでは、それぞ

れ状況が異なるものの、継続的に生産性と奴隷の状態の改善が試みられてい

た。ただし、ウォードは、最近になって、実際に行われた改善を強調しすぎ

るべきではないことを主張している。26）プランテーションでの奴隷の生活が

厳しいものであったことには変わりなかった。

奴隷の状態や奴隷制プランテーションの改善を分析する研究の背景は、多

様である。この分野をリードしたウォードの研究では、プランターたちがど

のようにプランテーションの生産性を高めようと試みたかに焦点が当たって

いる。それは、ウォード以前の通説であったローウェル・ラガツの通説に挑

戦するものであった。ラガツによれば、プランターたちは、非効率な奴隷労

働と砂糖の単一栽培で土地を疲弊させ、それを克服できず、19世紀にはい

ると西インド経済は衰退していった。ウォードは、この解釈に対して、プラ

ンターたちが奴隷制改善・土地改善を実際に試みており、西インド植民地の

砂糖生産量・人口の減少には一定程度の歯止めがかかったことを示す。27）生

産性向上の試みは、1750年代から 1820年代にかけて継続しており、1833年

に奴隷制が廃止されてもなお、西インド植民地の収益は維持されていた。こ

の試みは、西インド植民地経済が衰退したために奴隷制廃止が行われたとす

る、いわゆる「衰退理論」を批判する文脈にも位置づけられよう。28）プラン

ター階層が奴隷制廃止に前後して没落していったとする解釈に対する反論の

基礎としても位置付けられる。29）

ウォードが、おもに経済効率の観点からプランテーションの改善に注目し

94



1790 – 1800 年代イギリスにおける漸進的奴隷貿易廃止論の射程

たのに対し、2014年に相次いで刊行された二つの研究では、プランターた

ちが「改善 amelioration」の語をどのように使用したのか、その言説が分析

されている。ディアクスハイドは、アメリカ南部とイギリス領カリブのプラ

ンテーション経営者たちが「改善」の語を用いることで、自らの先進性を示

し、プランテーション経営への批判に応えようとしていたことをあきらかに

している。30）彼が整理するように、「改善 amelioration」の語は、「ラテン語の

meliorareと古フランス語の ameillorerに由来」し、「1800年代後半以前には

しばしばmeliorationまたはmeliorismと呼ばれ、苦しみや悪意を「改善する」

または「軽減する」と定義されていた。進歩の過程とその能力が「改善」の

核心であり、その対極にある概念が「退化」であった 31）」。

さらに、キャロライン・クオリア・スペンスは、奴隷貿易や奴隷制に対

する批判が高まる本国の政治的な攻防のなかで、「改善 amelioration」が

奴隷制を擁護するひとびとにどのように用いられたかを明らかにしてい

る。32）スペンスは、博士論文の導入部で、奴隷貿易の廃止・奴隷制の廃止

の議論が、賛成・反対の二元的な対立構造にあったのではなく、あるいは

「改善 amelioration」の語を用いることで、あるいは「漸進的廃止 gradual 

abolition」の語を用いることで、より複雑な状況を呈していたことを指摘す

る。

実際、奴隷貿易・奴隷制廃止賛成派の主張と、廃止反対派の主張には、共

通する部分があった。彼らはどちらも、「奴隷の状態改善」を支持してい

た。ただし、そのロジックが異なっている。スペンスは、奴隷制廃止を支

持する人々が、「奴隷の状態改善」を受け入れたのは、単なる譲歩以上の

ものがあったと指摘する。奴隷の状態を改善するには、奴隷の集団を文明

化し、とりわけキリスト教化する必要があると考えられた。33）スペンスは、

1807年に奴隷貿易が廃止されたあと、新しく結成された奴隷制廃止協会の

正式名称が、「イギリス領における奴隷制の緩和と漸進的廃止のための協会 

the Society for the Mitigation and Gradual Abolition of Slavery throughout the 

British Dominions」であったことを強調する。協会のメンバーは、長期的な
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奴隷制の廃絶を目指しつつ、短期的には、奴隷制の暴力の行き過ぎが緩和さ

れることを望んでいた。また、ハイチ革命を経て、奴隷制に最も強く反対す

る人々であっても、できるだけ穏便な方法での奴隷制廃止を求めるように

なっていた。34）

前節で、1788年の時点でドルベン法による奴隷貿易の改善が議会下院で

受容されたこと、さらに 1790年代から 1800年代前半にかけて、奴隷貿易の

「漸進的廃止」が受容されていたことを指摘した。スペンスの整理は、「奴隷

の状態改善」が、奴隷貿易であれ、奴隷制であれ、その漸進的廃止と関連が

あることを示唆している。

研究史上でも、「奴隷の状態改善」と奴隷貿易・奴隷制の漸進的廃止論

は、しばしば混同されてきた。ディアクスハイドは、「奴隷の状態改善」

に注目した研究を行ったが、「改善 amelioration」という語と「漸進主義 

gradualism」という語が、研究史上、互換的に使われてきたことを指摘して

いる。35）

それにもかかわらず、「奴隷の状態改善」と漸進的廃止論のつながりは、

具体的に明示されてこなかった。とくに、本稿が焦点を当てる奴隷貿易の漸

進的廃止論は、「奴隷の状態改善」と異なる文脈で語られる傾向にあった。

そのひとつの要因は、漸進的奴隷貿易廃止と「奴隷の状態改善」を目指す

試みが、それぞれ本国と西インド植民地と、遠く離れた場で実践されたこと

であろう。それに加えて、「奴隷の状態改善」が、奴隷貿易が廃止されたあ

との時期を対象に研究される傾向にあることも要因のひとつとなっている。

漸進的奴隷貿易廃止の議論が行われた 1790年代の「奴隷の状態改善」には、

あまり光が当たっていないのである。

ウォードの研究は、1750年代から 1820年代までを対象にしていたが、近

年では、1820年代に議論が集中する傾向にある。36）たとえば、奴隷の状態改

善を試みた人物としてしばしば注目される、サー・ジョン・グラッドストン

の活動は、1820年代を中心にしたものであった。彼は、のちの首相の父で

あり、デメララの砂糖プランターとして富を得たリヴァプール商人であっ
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た。37）それと同時に、リヴァプール福音主義派を率いる有力な商人としても

知られている。彼が注目されるのは、ひとつには、本国在住でありながら、

現地視察を積極的に行い、奴隷の状態（あるいは奴隷制）改善に努めたため

である。また、奴隷解放論争の分析をリヴァプールでの議論を中心に据えて

行った田村理は、ジョン・グラッドストーンが率いるリヴァプール福音主義

派が、啓蒙主義派と対立しながら連携して、職人等の旧来の市民層に対峙し

たこと、両派がそろってアフリカの諸民族の生活改善を訴えたことを論じて

いる。38）こうした事例が 1820年代・1830年代については豊富に集められてい

る。

たしかに 1820年代は、奴隷制の漸進的な廃止と維持がせめぎあった時期

であり、注目が集まるのは当然である。しかし、奴隷貿易の漸進的廃止と奴

隷制の漸進的廃止には異なる部分があること、「奴隷の状態改善」の実践が

1750年代から進んでいることを踏まえると、1790年代から 1800年代にも焦

点を当てる必要があろう。

これは、時期区分の問題でもある。18世紀末から 1800年代まで、すなわ

ち奴隷貿易が廃止されていなかった時期と、1820 – 30年代の奴隷制廃止が

視野に入る時期とは、区別して検討する必要があろう。両者に区別が必要な

ことは、スペンスも示唆している。彼女は、プランターが主導するものと奴

隷制廃止論者が主導するものを区別することで、「奴隷の状態改善」と奴隷

制の漸進的廃止論の関係をめぐる混乱を克服しようとしている。スペンスは

明示していないが、トレバー・バーナードとキット・キャンドリンは、「奴

隷の状態改善」の研究史を記述するなかで、スペンスが示した二類型の区別

を時期の相違の問題として整理する。1790年代から 1823年にかけての第一

段階は、プランターが議論を主導していたが、1823年から 1833年にかけて

の第二段階では、奴隷制廃止論者がこの議論を主導し、「奴隷の状態改善」

は奴隷制を完全に廃止するための一過程となった。39）より正確には、スペン

スは、「特に 1807年の奴隷貿易廃止法以降、奴隷制の改善は奴隷廃止論者の

みの領域となりつつあった」ことを主張する。
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　「奴隷制廃止論者の批判に対して当初は譲歩していたものの、ほとん

どのプランターたちは、そのころには奴隷制改革にはすでに自らの役割

は果たしたと考えるようになっていた。1823年以降に反奴隷運動が動

員され拡大したことで、奴隷制の改善はそれ自体が目的ではなく、むし

ろ奴隷解放を徐々に進めるための手段であるとの懸念が強まった。40）」

スペンスによる図式の整理は妥当なものの、1820年代になっても、現地

プランターたちは、本国での活動を一層積極的に展開している。このこと

は、奴隷制廃止に対する抵抗に注目する最近の研究からも知られるように

なっている。奴隷制廃止への抵抗を織り込んだ叙述をするミカエル・テイ

ラーは、奴隷制廃止の時期を対象にしているためでもあるが、「奴隷の状態

改善」を 1820年代の事例として取り上げる。41）「奴隷の状態改善」を実践し

た人物として、ウォードが取り上げる人物も、1820年代から 1830年代が多

い。前述のサー・ジョン・グラッドストンのプランテーション改革の実践に

関する研究も目を引く。

プランター主導とされる 1790・1800年代におこなわれた「奴隷の状態改

善」の実践も、奴隷貿易廃止をめぐる社会運動のなかでは、本国の政治家や

議会とつながりをもって宣伝された。プランターの存在は大きかったが、彼

ら主導であるというより、彼らの実践と本国で展開した漸進的な奴隷貿易

廃止論が、ゆるやかに連動していたと理解することができるのではなかろ

うか。そして、「奴隷の状態改善」の試みも、漸進的な奴隷貿易廃止が求め

られたのも、1790・1800年代の独自の現象として理解できるのではないか。

それは、奴隷制や奴隷貿易を存続させるための単なる手段以上のものであっ

た。

西インドにおける「奴隷の状態改善」の実践を体系的に分析した、ウォー

ドによる初期の作品、British West Indian Slavery, 1750 – 1834の索引には、58

名の人物がリストされている。その多くが 1820年代・1830年代に活動した

人物だが、1750 – 1800年代に活動した人物も相応の数がいる。彼が取り上
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げる人物のひとりに、海軍軍人、ジョージ・ブライドゲス・ロドニー（ロド

ニー卿 Admiral Lord Rodney）がいる。彼は、アメリカ独立戦争での活躍で

著名になるとともに、西インドでの任務が多かったため、西インド通とみな

されており、42）本国に植民地の「奴隷の状態改善」の実践を伝える役割を果

たした。彼は、1789年、枢密院での調査に対して、奴隷が実際にどのよう

に扱われているのかを証言している。43）この調査は、ドルベン法制定と並行

して、奴隷貿易廃止をめぐる議論の最初期に行われた。その段階で、すでに

プランテーションの改善は進んでおり、奴隷貿易の改善と奴隷制の改善、そ

れぞれが議会の（少なくとも委員会の）俎上に上がっていた。

一方、本国と植民地のあいだに距離があったことはたしかである。ウォー

ドが、18世紀後半の「奴隷の状態改善」の実践として挙げている事例は、

プランテーションの土壌改善、奴隷の再生産の問題、奴隷への医療の提供

など、より経営に即したものである。西インド植民地現地の「奴隷の状態改

善」を図る施策は、本国で想定される奴隷制の課題よりも現実的なもので

あった。それでも、その実践が、本国の意思決定の一部に影響した。

奴隷貿易の漸進的廃止、奴隷制の改善、奴隷制の漸進的廃止は、スペンス

の整理に示されるように、異なる意図や方向を持ちつつ、類似した事象で

あった。とくに 1790年代から 1800年代初頭に議会で議論された奴隷貿易の

漸進的廃止が、奴隷制の改善、より正確には「奴隷の状態を改善する」試み

と密接に関連していた。漸進的奴隷貿易廃止と「奴隷の状態改善」は、並行

して行われたのである。

3　おわりに―漸進的奴隷貿易廃止論と「奴隷の状態改善」に共通するもの

スペンスをはじめ、近年の研究は、「奴隷の状態改善」を帝国の変革のな

かに位置付けようとしている。44）この時期の西インド植民地は、どのような

位置に置かれていたのであろうか。18世紀末から 19世紀初頭にかけて、イ

ギリス帝国の支配の構造が変化したか、そうでなかったかは、同時代から現
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在まで議論を呼ぶテーマでありつづけている。1776年に北米 13植民地が独

立すると、イギリス帝国の支配の重心は、長期的には「東へと移行（Swing 

to the East）」していった。45）

1832年の選挙法改正をはじめ、1830年代を中心に本国では次々と改革が

行われたが、植民地においても「植民地改革」が試みられた。従来、東イン

ドを対象に「植民地改革」の実践やそこで生じた衝突が、実証的に研究され

てきた。近年では、西インドでも同様に「植民地改革」が進展したことが

注目されるようになっている。46）しかし、19世紀前半の変化は緩慢であった。

とりわけ、1790年代から 1800年代にかけての時期に限定すると、まだ限定

的にしか社会は変化していなかった。47）スペンスは、こうした時代のなかに、

奴隷の状態改善の言説と実践を位置づけようとしている。

本国政府は、奴隷制改善を限定的にしか進めない植民地現地に介入して、

奴隷制改善をより進めようとした。48）しかし、本国と植民地が対立するとい

う図式だけでは説明には不十分である。奴隷貿易廃止が議論された 1807年

までは、植民地改革の進展は緩慢であった。現地のプランターたちと植民地

行政府は、対立する部分はありつつも、帝国の維持で一致する部分は多かっ

た。アメリカ独立に際して、奴隷の輸入を維持することができなくなるな

ど、環境の変化のなかで、プランターと本国の政治家たちは協調して対応し

ていっていたのである。ラガツ以来、論争はあるものの、長期的にはプラン

ター層は没落していった。49）それでも、西インド植民地は本国にとっても重

要であった。50）

西インド利害関係者からの支持を得ながら、ヘンリー・ダンダスは、奴隷

貿易廃止法案に「漸進的」の語を追加することで、1790年代の漸進的な奴

隷貿易廃止を主導した。彼の修正により、奴隷貿易廃止は最終的に 1807年

まで実行されることはなく、西インド植民地には引き続き奴隷が輸送されつ

づけた。奴隷貿易廃止を目指すウィルバーフォースらは、奴隷のキリスト教

化が奴隷解放には必須であると考え、「奴隷の状態改善」を主張した。西イ

ンドに派遣された宣教師たちは、その主張に沿って、プランターに改善を求
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めた。プランターたちは、西インド植民地のプランテーション経営をより効

率的にするために、さらには奴隷貿易が停止されても奴隷制プランテーショ

ンが維持できるように、奴隷の再生産を含めた「奴隷の状態改善」を推し進

めた。それぞれ目的は異なるものの、漸進的奴隷貿易廃止と「奴隷の状態改

善」は、1790年代から 1800年代にかけての西インド植民地の改革を形作る

ものであった。

奴隷制廃止がいまだ規定路線ではなかった当時の状況に即して考えれば、

「奴隷の状態改善」や漸進的奴隷貿易廃止を、奴隷貿易や奴隷制を延命させ

るための単なる方便と考えるのは単純に過ぎよう。漸進的奴隷貿易廃止と

「奴隷の状態改善」は、異なる場で生じた言説であり、実践であった。植民

地を中心に「奴隷の状態改善」を目指した人々と、本国で漸進的奴隷貿易廃

止をもとめた人々が、必ずしも相互に連絡を取っていたわけでもない。しか

し、両者はともに、西インド植民地とイギリス帝国の改善をもとめていた。

漸進的な奴隷貿易廃止と「奴隷の状態改善」の試みを、連動した改革の一種

として位置づけることで、同時代の状況に即した理解が可能になるのではな

かろうか。
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SUMMARY

�e Reach of Gradual Abolition of the Slave Trade in Britain, 
1790s–1800s: Integrating the Amelioration of Slavery

Kazuma Morii

In the late 18th and early 19th centuries, a profound debate regarding the 
abolition or continuation of the slave trade and slavery emerged within Britain 
and its West Indian colonies. �is period was marked by intense political and 
social activism, culminating in the abolition of the slave trade in 1807 and slav-
ery in 1833. �e abolition of the slave trade is widely regarded as a crucial mile-
stone in the broader movement to abolish slavery. However, this study argues 
that a more nuanced understanding of this period requires examining the con-
junction of two signi�cant reform movements: the gradual abolition of the slave 
trade and the amelioration of slavery.

While the gradual abolition was not directly tied to the complete aboli-
tion of slavery, it played a vital role in the reforms of the 1790s and early 1800s, 
garnering considerable support from the Parliament and shaping the political 
landscape. Planters in the West Indies faced increasing pressure to improve the 
living conditions of enslaved people, leading to various ameliorative efforts. 
�ese e�orts, o�en considered in di�erent contexts, unfold simultaneously and 
are sometimes interconnected.

�is study argues that the gradual abolition of the slave trade and the ame-
lioration of slavery are complementary forces that shaped the unique reform 
movement of the period. While recent scholarship has provided more detailed 
insights into these two movements, the previous studies have o�en treated them 
as separate phenomena̶ the former as a legislative milestone in the British Par-
liament and the latter as labour reforms implemented in the colonies.

By reexamining recent scholarship, this study synthesises these perspec-
tives, showing that the widespread in�uence of gradual abolition and ameliora-
tion was pivotal to the reforms of the 1790s and the 1800s. �is underscores how 
the gradual abolition of the slave trade and the amelioration of slavery involved 
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considerable political actors. It was discussed within complex situations for both 
abolitionists and their opponents. �is integrated approach highlights the com-
plexity and o�en contradictory forces of the transformative period.
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